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青
森
県
告
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第
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。
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成
二
十
年
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第
五
十
三
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第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
九
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事
業
所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
ケ

ア
・
ユ
ニ
ー

ク

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
塚
一
七
の

五
二
一

訪
問
介
護

訪
問
介
護
セ

ン
タ
ー
そ
れ

い
ゆ

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
八
森
二
三
の

二

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
オ
リ
ー
ブ

会

弘
前
市
大
字
鷹
匠

町
一
六
の
一

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

鷹
匠
町
百
沢

の
湯

弘
前
市
大
字
百
沢

字
小
松
野
八
七
の

一

��

･

��･

��

株
式
会
社
ケ

ア
あ
お
も
り

青
森
市
大
字
高
田

字
川
瀬
三
三
四
の

五

訪
問
介
護

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ケ
ア
あ
お
も

り

青
森
市
大
字
高
田

字
川
瀬
三
三
四
の

五

��

･

��･

��

有
限
会
社
ひ

か
り
ケ
ア
・

サ
ー
ビ
ス

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
の
八

訪
問
介
護

有
限
会
社
ひ

か
り
ケ
ア
・

サ
ー
ビ
ス

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
の
八

〃

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行
う
事
業
所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

平
成
二
十
年

一
月
十
一
日

(

金
曜
日)

第
二
千
八
百
八
十
号



( )

青
森
県
告
示
第
二
十
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
十
一
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
五
所
川
原

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

五
所
川
原
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

五
所
川
原
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

五
所
川
原
市
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し
。

２

使
用
の
部
分

昭
和
四
十
九
年
青
森
県
告
示
第
八
百
八
十
九
号
、
昭
和
五
十
五
年
青
森
県
告
示
第
二
百
二
十

七
号
、
昭
和
五
十
九
年
青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号
、
昭
和
六
十
一
年
青
森
県
告
示
第
三
百

八
十
一
号
、
昭
和
六
十
三
年
青
森
県
告
示
第
十
三
号
、
平
成
二
年
青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
一

号
、
平
成
七
年
青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号
及
び
平
成
十
三
年
青
森
県
告
示
第
百
十
一
号
か

ら
変
更
な
し
。

青
森
県
告
示
第
二
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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有
限
会
社
ケ

ア
・
ユ
ニ
ー

ク

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
塚
一
七
の

五
二
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
介
護
セ

ン
タ
ー
そ
れ

い
ゆ

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
八
森
二
三
の

二

平
成

��

･

�･

��

医
療
法
人
藤

仁
会

上
北
郡
七
戸
町
字

道
ノ
上
六
三
の
四

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

介
護
予
防
セ

ン
タ
ー
い
ぶ

き

上
北
郡
七
戸
町
字

道
ノ
上
六
三
の
四

��

･

��･

��

社
会
福
祉
法

人
オ
リ
ー
ブ

会

弘
前
市
大
字
鷹
匠

町
一
六
の
一

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

鷹
匠
町
百
沢

の
湯

弘
前
市
大
字
百
沢

字
小
松
野
八
七
の

一

��

･

��･

��

株
式
会
社
ケ

ア
あ
お
も
り

青
森
市
大
字
高
田

字
川
瀬
三
三
四
の

五

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ケ
ア
あ
お
も

り

青
森
市
大
字
高
田

字
川
瀬
三
三
四
の

五

��

･

��･
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会
社
ひ

か
り
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ア
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ビ
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中
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三
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目
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会
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か
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市
中
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目
二
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名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ア
ー
チ
調
剤
薬
局

み
ん
な
野
薬
局

オ
ー
ロ
ラ
薬
局

青
森
市
大
字
三
内
字
沢
部
二
〇
一
の
一
四

十
和
田
市
西
三
番
町
一
の
二
八
の
四

五
所
川
原
市
大
字
稲
実
字
米
崎
一
一
九
の
一
一

平
成

��･

�･

�

〃〃



( )

公

告

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表

平
成
十
九
年
十
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
間
の
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状

況
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
申
立
て
は
な
か
っ
た
。

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

弘
前
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

八
戸
港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
八
戸

港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日

八
戸
港
港
湾
管
理
者

青

森

県

代
表
者

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要

平
成
十
一
年
八
月
二
十
日
付
け
で
青
森
県
報
に
お
い
て
そ
の
概
要
を
公
告
し
た
八
戸
港
港
湾
計

画
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
代
前
半
に
お
け
る
取
扱
貨
物
量
を
三
千
五
百
三
十
万
ト
ン
と
想
定
し

て
変
更
し
た
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

公
共
埠ふ

頭
計
画

二

港
湾
計
画
の
縦
覧
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
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届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

百

石

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
一
川
目
四
丁
目
一
二

七
番
地
三
九

木

村

民

二

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
新
田
四
番
地
二
八

川

�

芳

見

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
一
川
目
三
丁
目
七
三

番
地
七
六

沖

田

民

男

平
成
二
十
年
一

月
十
一
日
か
ら

同
月
二
十
五
日

ま
で

百
石
町
漁
業

協
同
組
合

市
町
村
名

大

字

名

小

字

名

弘

前

市

悪
戸

後
沢
前
�

地

区

名

変

更

の

内

容

八
太
郎
地
区

�

取
扱
貨
物
と
し
て
外
内
貿
コ
ン
テ
ナ
を
追
加

�

効
率
的
な
運
営
を
特
に
促
進
す
る
区
域
の
設
定



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日

三
八
地
域
県
民
局
長

中

島

勝

彦

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
沼

崎
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日

上
北
地
域
県
民
局
長

北

村

収
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土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了
年
月
日

十
八
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

五
八
―
五

三
戸
町

平
成
��・
��・
��

〃

五
八
―
九

〃
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三
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平
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